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■公害等調整委員会の 50年の歩みを、写真やデータから振り返ります。
最終回となる第３回では、主に、平成 10年代～現在までをご紹介します。

１ 平成から令和へ 
平成 10年代頃から、我が国では経済情勢の変化、IT技術の発達による電子化の進展、地方分

権改革の推進などがありました。 

公害紛争処理制度の改正 
公害等調整委員会では、制度利用の利便性の向上、行政の業務改革、規制改革の一環として、公

害等調整委員会の審問廷以外における期日（現地期日）の要件を緩和（平成 21年５月）したほか、
裁定委員会が認めた場合、一定の書面について電子メールを利用して提出できることとしました
（平成 28 年１月）。また、公害等調整委員会や都道府
県公害審査会等への申請書などにおける押印を不要と
しました（令和３年１月及び 2月）。 
さらに、地域の自主性・自立性を高めるための改革

の一環として、公害審査会を置かない都道府県では、
公害審査委員候補者の委嘱期間について、従来の毎年
委嘱（１年）から、１年から３年までの期間としました （写真）裁定の審問期日（イメージ）

（公害等調整委員会撮影）（令和２年６月）。 

参考 ・機関誌「ちょうせい」第 109号「公害紛争処理制度とその進展」 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000816263.pdf 

新型コロナウイルス感染症の影響 
令和２年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により、公害等調整委員会においても審問期日や現地
調査の延期、都道府県や市区町村の公害関連部局職員を
対象とするブロック会議等の一時中止など、大きな影響
がありました。 

（資料・写真） 
オンライン開催されたブロック会議（令和 4年度）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000816263.pdf


２ 公害等調整委員会が取り扱った主な事件 

公害紛争事件の傾向 

平成 10年代頃から現在まで、新規受付事件数は以前より増加傾向に転じています。複数府県に
またがる県際事件、原因究明に時間を要した事件など、大規模な事件もありました。 

豊島
て し ま

産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件 
平成５年11月、香川県土庄町豊島に長期間にわたり大

量の産業廃棄物が不法投棄されたとして、豊島の住民549
人（後に参加申立てを行った111人を含む）から、香川
県、同県職員２人、不法投棄を行った廃棄物処理業者等
を相手方として、一切の産業廃棄物を撤去すること、連
帯して申請人ら各自に対し金50万円を支払うことを求め
る調停申請がなされました。 

多額の国費を投じた職権調査等の結果、本件処分地に残された
廃棄物の量や分布、地下水への影響等の実態が把握されました。
不法投棄を行った事業者が事実上廃業している状況下で、香川県
が本調停の主な相手方となり、６年以上に及ぶ話合いを重ね、産
業廃棄物及び汚染土壌を搬出し処理すること、地下水を浄化する
こと等が合意され、平成12年６月に調停が成立しました。 

なお、公害等調整委員会は、現在も調停条項に
基づく措置の実施状況をフォローしています。 

 （写真・位置図） 
左上 ；不法投棄された産業廃棄物 
右中央；豊島及び直島の位置図 

注）直島に中間処理施設が建設されました 
左下 ；公害調停成立 
写真・位置図提供：香川県 

参考 ・公害等調整委員会 HP「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件」 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/teshima.html 

・機関誌「ちょうせい」第 110号 元公害等調整委員会審査官が語る「豊島産業廃棄物不法投棄事
件」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000668613.pdf

・平成 12年度 公害等調整委員会年次報告
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/260605/www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji-

12/menu.html
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富山県黒部川河口海域における出し
だ し だいら

平 ダム排砂
漁業被害原因裁定嘱託事件 
平成 16 年８月、公害紛争処理法第 42 条の 32 第 1 項

に基づき、富山地方裁判所から公害等調整委員会に原因
裁定を求める嘱託がありました。 
黒部川河口以東の海域で刺し網漁業及びワカメ栽培

業を営む漁民並びに栽培組合（原告ら）の漁獲量が，平
成４年以降継続的に減少しているのは、電力会社（被告）
が平成３年 12 月から継続して出し平ダムのダム底に堆

（写真）排砂中の出し平ダム 
積した土砂を黒部川に排砂したことにより、黒部川河口

海域に拡散、堆積し、魚類や海草類の生育環境を破壊したことによるものであるかについて、原因
裁定を求めるというものでした。 
公害等調整委員会は、14回の審問期日を開催し、専門的事項を調査するために必要な専門委員を

選任し、現地調査等を実施する等して審理を進めた結果、平成 19 年３月、原告側の主張を一部認
容する裁定を行い、本事件は終結しました。 

参考 ・公害等調整委員会 HP「富山県黒部川河口海域出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件」 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/toyama16_3.html 

・機関誌「ちょうせい」第 102号 担当審査官が語る「富山県黒部川河口海域における出し平ダム
排砂漁業被害原因裁定嘱託事件について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000702285.pdf

・平成 18年度 公害等調整委員会年次報告
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/260605/www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji-
18/menu.html

神栖市
か み す し

におけるヒ素による健康被害等責
任裁定申請事件 
平成 18 年 7 月、茨城県神栖市等の住民 39

人（後に参加申立てを行った５人を含む）から、
国及び茨城県を相手方として責任裁定を求め
る申請がありました。 
申請人らの健康被害、財産及び精神的損害

（写真）汚染源掘削調査により発見された 
は、居住する地区の井戸水から検出された有

コンクリート様の塊（平成 17 年 1月 27日撮影） 
機ヒ素化合物によるものであり、その原因は、

旧日本軍が第二次世界大戦中に保有した毒ガスないし毒ガス原料が、戦後投棄されたことにあると
ころ、国には、毒ガス原料等の高度な法的管理保管義務の不履行があり、県には、平成 11 年に近
傍の井戸において高濃度の有機ヒ素化合物が検出されていたことを把握していたにもかかわらず
必要な調査等を怠った規制権限不履行があるとして、連帯して、各申請人に対する損害賠償金 300
万円の支払を求めたものです。 
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公害等調整委員会は、17回の審問期日を開催するとともに、専門的事項を調査するために必要な
専門委員を選任し、現地調査、健康調査、参考人尋問等を実施するなど手続を進めた結果、平成 24
年 5月、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。 
注）調査の結果、有毒物質を含む汚染源は平成５年６月頃に投棄されたと推認されました。 

 （井戸周辺の汚染メカニズムの模式図） 
 出典： 
「ジフェ ニルアルシン酸による健康影響につい
て～茨城 県神栖市における有機ヒ素化合物汚染
～」 （2021年３月）（環境省、茨城県、神栖市） 
※前 ページ写真も同じ

参考 ・公害等調整委員会 HP「神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件」 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/activity/kamisu_hiso.html 

・機関誌「ちょうせい」第 99号「座談会：神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請
事件」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000653628.pdf

・平成 24年度 公害等調整委員会年次報告
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji/H24nendo_menu.html

東京国際空港航空機騒音調停申請事件 
平成 28年９月、東京国際空港（羽田空港）近隣におい

て事業を営む法人５名から、国土交通大臣を相手方とし
て、離着陸する航空機を増便する旨の策定の計画案が実
現すると、南風運用時の 15時から 19時までの間、Ａ滑
走路の北側から航空機の着陸が行われ、騒音等による被
害が生じるとして、Ａ滑走路を一切の航空機の北側から
の着陸に供用しないこと、損害賠償金合計５億円を支払
うこと、予備的に、一切の航空機に対しＡ滑走路の北側
からの着陸を許可又は指示しないことを求める調停申請
がなされました。 
公害等調整委員会は、18回の調停期日を開催するとと

【国土交通省公表資料をもとに 
もに、計画案が実現した場合の状況を推測するために、

公害等調整委員会事務局が作成】
大阪国際空港（伊丹空港）周辺において現地調査を実施

するなど手続を進めた結果、令和２年１月、調停が成立し、本事件は終結しました。 

参考 ・令和元年度 公害等調整委員会年次報告 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji/R1nend_menu.html 

・機関誌「ちょうせい」第 101号「東京国際空港航空機騒音調停申請事件の終結について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686970.pdf
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３ 地方自治体が受け付けた公害苦情相談 

公害苦情相談の傾向 
地方自治体が受け付けた典型 7公害の苦情相談について、直近 10年間（平成 24年度～令和３年

度）では次の傾向が見られます。 

（件） (1)受付件数
20,000

騒音
直近 10 年間の年度平均は 50,801

件です。 
15,000

大気汚染
平成 24 年度の 54,377 件から減少

傾向が続き、令和元年度は 46,555件
悪臭 でしたが、令和２年度は 56,123件と

10,000 なり約１万件増加、令和３年度は
水質汚濁

51,395件となり前年度に比べ減少す
5,000 るなどの変動がみられました。 

振動

地盤沈下 (2)公害の種類別
0 土壌汚染

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 直近 10 年間の年度平均の受付件
平成 令和 (年度) 数を公害の種類別にみると、騒音

16,848件（33.2％）、大気汚染 15,447
件（30.2％）、悪臭 10,104件（19.9％）となり、３公害で 42,399件（83.5％）となっています。こ
の３公害は、直近 10 年間を通じて上位を占めており、受付件数の増減に大きな影響を与えていま
す。 

新型コロナウイルス感染症の影響 
令和２年度の公害苦情処理における新型コロナウイルス感染症の影響について、地方自治体に対

するアンケート調査を実施しました。 
その結果、新型コロナウイルス感染症の「影響があった」と回答したのは 235 自治体（14.2％）

でした。また、その影響の内容を尋ねたところ、「受付件数が増加した」が最も多く 176 自治体と
なっています。 

影響があった

235自治体

14.2%

影響はなかった

797自治体

48.0%

わからない

605自治体

36.4%

無回答

23自治体

1.4%

令和２年度

n=1,660

176

12 20
2

49

0

50

100

150

200

受付件数が

増加した

受付件数が

減少した

処理期間が

長くなった

処理期間が

短くなった

その他

(自治体)

令和２年度(n=235)

（複数回答）

参考 ・令和３年度公害苦情調査 
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-r3_index.html 

・令和２年度公害苦情調査
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-r2_index.html

・機関誌「ちょうせい」第 108号「市町村等の公害苦情相談窓口では公害苦情の迅速な解決に取
り組んでいます」
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/108_r2kujyou.html

https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-r3_index.html
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/report/kujyou-r2_index.html
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/108_r2kujyou.html
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４ 略年表 
平成 10年代から現在まで、関係する主なできごとは次のとおりです。 

年 月 事   項 
平成５年 11月 ○豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件を受付（平成 12 年６月調停成

立により終結）

平成 16 年８月 ○富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件を受
付（平成 19 年３月一部認容する裁定により終結）

平成 18 年７月 ○神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件を受付（平成 24年５月
一部認容する裁定により終結）

平成 21年５月 公害紛争の処理手続等に関する規則（昭和 47年公害等調整委員会規則第 3
号、以下「規則」という。）の一部改正により、現地期日の要件緩和 
公害等調整委員会の審問廷以外における期日の開催等の手続を行うことがで
きる要件が「やむを得ない理由があるとき」から「相当と認めるとき」に緩
和された。 

平成 28年 1月 規則の一部改正により、公害紛争処理手続の一部を電子化 
裁定委員会が認めた場合には、一定の書面について電子メールを利用して提出
できるようにされた。 

平成 28年９月 ○東京国際空港航空機騒音調停申請事件を受付（令和２年１月調停成立により
終結）

令和２年６月 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（第 10次一括法、令和 2年法律第 41号）により、公害紛争
処理法（昭和 45 年法律第 108号）が一部改正され、公害審査委員候補者の委
嘱期間を延長 
公害審査会を置かない都道府県において、公害審査委員候補者の委嘱期間は、
１年から３年までの期間とすることができるようになった。 

7月 ○「規制改革実施計画」を閣議決定
デジタルガバメントの実現の観点から、書面規制、押印、対面規制の見直し
に重点的に取り組むこととされた。

令和 3年 1月 規則の一部改正により、押印見直し（１回目）。公害等調整委員会における手
続において、申請書等への押印を不要とする措置が採られた。 

2月 公害紛争処理法施行令（昭和 45年政令第 253 号）の一部改正により、押印見
直し（２回目）。都道府県の公害審査会等の手続において、申請書等への押印
を不要とする措置が採られた。 

注）年表のうち、「○」は関係法令や関連する動き。 

■おわりに
「写真やデータで振り返る公害等調整委員会の 50年」は本稿で完結します。
連載をご覧いただいたことに感謝するとともに、公害等調整委員会の活動にご理解、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 




